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　■　にかほ市保育料基準額

　市では、保護者の負担を軽減するため、国の基準額から下げた徴収額（保育料）と

しています。（表は次項に掲載）

　多子世帯においては、経済的負担を軽減するために、保育料の負担軽減を行ってい

ます。また、多子軽減を適用させたのち、基準に該当すれば保育料を更に助成します。

　■　学童保育クラブ

　保護者が日中家庭にいない児童を対象に、適切な遊びや生活の場を与え、健全な育

成を図るものです。利用を希望する方は、直接各学童クラブにお申し込みください。

　■　保育料の助成制度（すこやか子育て支援事業の拡充）

　第２子以降の出生に伴う保育料の助成
　平成３０年４月２日以降に第２子が生まれた世帯の第２子以降の保育料を新たに全

額助成の対象とします。

　１号認定については、料金表の第２階層から第４階層まで、２号・３号認定につい

ては、料金表の第２階層から第５階層の２までが対象となります。

　拡充の内容

　平成３０年４月２日以降に第３子が生まれた世帯で、１号認定は第５階層のう

ち市民所得税額が３４８，９００円以下、２・３号認定は第６階層に該当する世帯の

第２子以降の保育料を半額助成の対象とします。

仁賀保地区

仁賀保学童保育クラブ　☎３６−２４７９

院内学童保育クラブ　　☎３６−３５５６

小出学童保育クラブ　　☎３６−２２５１

象潟地区

学童保育のびやかサークル　

　　　　　　　　　　　☎４３−５３１０

学童保育星城クラブ　　☎４４−２３１４

上浜学童保育クラブ　　☎４６−２５８８

金浦地区

学童保育クラブたんぽぽサークル

　　　　　　　　　　　☎３８−３３８１

　学童保育一覧表

　平成３０年度の認可保育所・認定こども園の保育料および保育料の

助成制度を紹介します。
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▼

　第３子以降の出生に伴う保育料の助成
　「すこやか子育て支援事業」に該当する階層の世帯のうち、平成２８

年４月２日以降に生まれた第３子以降の子どもがいる場合、第２子以降

の子どもの保育料を全額助成の対象としていますが、平成３０年度から

は所得制限が緩和され更に拡充されます。

対象外…新たな出生を伴わずに戸籍の子どもの数が増えた場合は、助成の対象となり

　　　　ません。

※出生後の戸籍の変更や、離婚、再婚、同一戸籍でない子どもの場合、助成の対象と

　なるかはご家庭の事情によりますので、担当課までご相談ください。

※助成の対象となった場合でも、保育料の見直し後基準に該当しなくなった場合、保

　育料が賦課されますので、ご承知おきください。

▼

拡充

学童保育はみんなで
遊んだり勉強したり

とっても楽しいっぺん！！

 

各月初日の措置児童の属する世帯の階層区分

※この階層以外の階層については、下記１号認定の表による

※この階層以外の階層については、下記１号認定の表による

※特○とは…１号認定の「第２〜３階層」、２・３号認定の「第２〜４階層」の方のうち、ひとり親世帯・障がい者の方がいる世帯の方です。

障がい者（児）の方がいらっしゃる世帯について 

　保育料基準額表において保育料階層が１号認定では「第２〜第３階層」、２・３号認定では「第２〜第４階層

の２−１」の方のうち、入所されているお子さまご本人、保護者またはご兄弟に、障害者手帳（身体・療育・精神）

をお持ちの方、または特別児童扶養手当、障害基礎年金を受給されている方がいる場合、保育料が減免になる

可能性がありますので、子育て支援班にお問合せください。

【１号認定】

◆一人親世帯・障がい者の方がいる世帯（特○階層）

保育料 多子世帯の保育料軽減 すこやか助成
階層区分

特第２階層

特第３階層

各月初日の措置児童の属する世帯の階層区分 保育料

【２・３号認定】

階層区分

特第２階層

特第３階層の１
特第３階層の２

特第４階層の１
特第４階層の２ー１

市民税の税額区分

市民税非課税世帯

市民税課税世帯（均等割のみ）
所得割４８，６００円未満

４８，６００円以上７３，０００円未満
７３，０００円以上７７，１０１円未満

国基準額
市保育料
国基準額

市保育料

国基準額

市保育料

　
多子世帯の
　保育料軽減

年齢に関わら
ず、保護者と生
計が同一の子
どもを対象に
カウント

第２子以降無料

　　　　すこやか助成

第３階層まで全額助成
第４階層以降半額助成

３歳児未満
０
０

９，０００
４，１００
５，８００
９，０００
８，０００
９，０００

３歳児
０
０

６，０００
３，０５０
４，８５０
６，０００
６，０００
６，０００

４歳児以上
０
０

６，０００
３，０５０
４，８５０
６，０００
６，０００
６，０００

標準時間
３歳児未満

０
０

９，０００
３，９００
５，６５０
９，０００
７，８５０
９，０００

３歳児
０
０

６，０００
３，０００
４，７００
６，０００
６，０００
６，０００

４歳児以上
０
０

６，０００
２，５５０
４，７００
６，０００
６，０００
６，０００

短時間

各月初日の措置児童の属する世帯の階層区分 保育料

【２・３号認定】

階層区分

第１階層

第２階層

第３階層の１
第３階層の２

第４階層の１
第４階層の２ー１
第４階層の２ー２

第５階層の１
第５階層の２

第６階層

第７階層

第８階層

市民税の税額区分

生活保護世帯

市民税非課税世帯

市民税課税世帯（均等割のみ）
所得割４８，６００円未満

４８，６００円以上７３，０００円未満
７３，０００円以上７７，１０１円未満
７７，１０１円以上９７，０００円未満

９７，０００円以上１３３，０００円未満
１３３，０００円以上１６９，０００円未満

１６９，０００円以上３０１，０００円未満

３０１，０００円以上３９７，０００円未満

３９７，０００円以上

国基準額
市保育料
国基準額
市保育料
国基準額

市保育料

国基準額

市保育料

国基準額

市保育料

国基準額
市保育料
国基準額
市保育料
国基準額
市保育料

多子世帯の保育料軽減

年齢に関わらず、保護

者と生計が同一の子ど
もを対象にカウント
第２階層まで第２子以
降無料
第３階層、第４階層（所得
割額５７，７００円未満）第２
子半額、第３子以降無料

所得割が５７，７００円以上
０歳から小学就学前まで
の範囲で保育園・こども園
を利用している子どもを
対象にカウント
第２子半額
第３子以降無料

すこやか助成

半額助成

対象外

３歳児未満
０
０

９，０００
５，４００
１９，５００
９，２００

１２，６００
３０，０００
１６，０００
１９，５００
１９，５００
４４，５００
２４，２００
２８，９００
６１，０００
３２，０００
８０，０００
３５，５００
１０４，０００
３８，５００

３歳児
０
０

６，０００
３，６００
１６，５００
７，１００

１０，７００
２７，０００
１４，１００
１７，５００
１７，５００
４１，５００
２２，２００
２６，９００
５８，０００
３０，０００
７７，０００
３１，５００
１０１，０００
３４，５００

４歳児以上
０
０

６，０００
３，６００
１６，５００
７，１００

１０，７００
２７，０００
１４，１００
１７，５００
１７，５００
４１，５００
２１，２００
２５，０００
５８，０００
２７，０００
７７，０００
２８，０００
１０１，０００
２８，０００

標準時間

３歳児未満
０
０

９，０００
５，４００
１９，３００
８，８００

１２，３００
２９，６００
１５，７００
１９，１００
１９，１００
４３，９００
２３，７００
２８，３００
６０，１００
３１，４００
７８，８００
３４，８００
１０２，４００
３７，８００

３歳児
０
０

６，０００
３，６００
１６，３００
７，０００

１０，４００
２６，６００
１３，７００
１７，１００
１７，１００
４０，９００
２１，７００
２６，４００
５７，１００
２９，４００
７５，８００
３０，９００
９９，４００
３３，９００

４歳児以上
０
０

６，０００
３，６００
１６，３００
６，１００

１０，４００
２６，６００
１３，７００
１７，１００
１７，１００
４０，９００
２０，７００
２４，４００
５７，１００
２６，５００
７５，８００
２７，５００
９９，４００
２７，５００

短時間

市民税の税額区分
市民税非課税世帯

（所得割非課税世帯含む）

所得割７７，１００円以下

国基準額
市保育料
国基準額
市保育料

年齢に関わらず、保護者と生計が同一
の子どもを対象にカウント
第２子以降無料

第３階層まで全額助成
第４階層以降半額助成

０
０

３，０００
３，０００

各月初日の措置児童の属する世帯の階層区分

【１号認定】

◆上記以外の世帯

保育料 多子世帯の保育料軽減 すこやか助成
階層区分

第１階層

第２階層

第３階層

第４階層

第５階層

市民税の税額区分

生活保護世帯

市民税非課税世帯
（所得割非課税世帯含む）

所得割７７，１００円以下

２１１，２００円以下

２１１，２０１円以上

国基準額
市保育料
国基準額
市保育料
国基準額
市保育料
国基準額
市保育料
国基準額
市保育料

年齢に関わらず、保護者と生計が
同一の子どもを対象にカウント

第２階層まで第２子以降無料

第３階層第２子半額、第３子以降無料

小学校第３学年から３歳までの範囲で同一世帯
の保護者が監護する子どもを対象にカウント
第２子半額
第３子無料

半額助成

対象外

０
０

３，０００
１，８００
１０，１００
９，０００
２０，５００
１１，０００
２５，７００
１５，０００


